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学校教育法施行令第５条２項

市町村の教育委員会は、当該市町村の設置す

る小学校又は中学校が二校以上ある場合に

おいては、就学すべき小学校又は中学校を指

定しなければならない。

↓

児童・生徒の住所に応じ就学すべき学校を定

めた

１. 通学区域とは



八王子市の変遷の中で、合併前の町村の区域
をそのまま引き継いでいる地域やニュータウン
地域のように学校の新設に伴う通学区域など、
長い時間的経過の中で定められてきました。

そのため、通学区域の中心に学校が位置して
いない、町会・自治会の区域と区割りが一致し
ない地域、小学校と中学校の通学区域が整合
していない地域があります。
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２. 八王子市の通学区域は
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３. 第四中学校の通学区域は
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４. 第二小学校・第四中学校改築による通学区域は

大横町

八幡町

小門町



令和９年度から通学区域を変更。

これまでの第二小学校・第四中学校の

通学区域の範囲で設定

大横町、八幡町 ⇒ 第六中学校

⇒ 第四中学校に変更

小門町 ⇒ 第四中学校

⇒ 第六中学校に変更

中学校から第四中学校、第六中学校以外の学校を

選ぶ場合には、原則、学校選択制度を利用
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５.これまでの指定校の通学区域は
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６.通学区域を変更するための基準 （小学校）
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７.通学区域を変更するための基準 （中学校）


